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SNSを通じた副業
や投資（詐欺）

簡単に
稼げる
仕事

SNSに表示された「簡単に稼げる」「必ず儲かる」といった
広告をクリックし、指示に従いお金を振込んで副業や投資を
してもほとんど儲からない、返金求めても相手との連絡が
取れなくなったといったトラブルが数多くあります。

簡単に稼げる副業や必ず儲かる投資などありません。
詐欺の可能性が高いです。SNSなどで知り合った見知らぬ
相手に安易にお金を振り込んだりしないようにしましょう。

友人から「絶対に迷惑はかけないから」と頼まれ、自分
の名前でクレジットカードを作成し、友人に渡してしま
い、あとで高額な利用明細が送られてきた。
といったトラブルがあります。

このほかに、自分名義の携帯電話や銀行口座を作って友
人に渡し、トラブルになったものもあります。金銭トラブ
ルだけでなく、犯罪に巻き込まれることもありますので、
このような行為は絶対にやめてくだい。

エステ店の格安キャンペーンで体験施術を受けた後、強い勧誘
を受けて高額な継続契約をしてしまったというトラブルが多く
あります。また、継続契約中に運営会社が倒産してローンだけ
残ったという事例もあります。

格安や無料といったキャンペーンやクーポン利用は、継続
的な契約の勧誘につながることが多いです。契約内容に
気になる点がある場合は、早めに消費者センターに相談
を。クーリングオフ可能な場合もあります。

会員限定で簡単に稼げる
副業用のソフトがあるん
だけど買わない

内容を見ても
ホームページの
作成方法が
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20代以下

41%（95件）

30代17%（39件）

40代14%（33件）

50代15%（34件）

60代以上12%（28件）

年代別マルチ・サイドビジネス商法相談件数（令和5年度・札幌市消費者センター受付）

漫画では、友人から「会員限定の商品を、
他の人にも買わせれば紹介料がもらえ
る」と言われ、くろうくまは他の友人にも
購入を勧めています。

「簡単に稼げる仕事」などと強調して、その
仕事に必要なものやノウハウ、サポート料を
高額で購入させる手口をサイドビジネス
商法と言います。
購入させられたものは、役に立たないことが
ほとんどです。漫画のように友人から直接
誘われる場合もあれば、最近は、SNSを通じ
て勧誘されることも多くなっております。

怪しい
やめときます

届いたテキストを見ても
大した内容は書かれて
いないからわからない…

サポート料は150万円です
6か月のサポート期間で
300万円儲かるので大丈夫
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サイドビジネス商法
support@side-bisiness.ne.jp

【簡単に稼げる仕事】

月曜日

この度は「サイドビジネス商法」をご利用いただ
き、ありがとうございます。

●詳細内容の確認はこちら

※金融商品を扱う事業者は金融庁
　の登録が必要となりますので、
　ホームページで確認しましょう。

NO!

札幌市消費者センター 消費生活相談窓口

※必ず事前に電話相談をしてください。

※お急ぎの場合は電話・来所相談へ。
③インターネット相談

※予約が必要です。
④リモート相談

②来所相談
①電話相談

買わされたものは返品できるの？

契約書面を受け取ってから、マルチ商法の場合
20日以内、マルチ商法以外で電話やZOOM等
で勧誘された場合は8日以内ならクーリング・
オフ（契約解除）ができる場合があります。
この期間は、法律で定められた書面を受け取った
日から開始しますので、もし書面を受け取って
いなければ、いつでもクーリング・オフができます。


